
農山漁村生活体験にかかる保険の知識について
１体験受入にかかる保険加入の考え方

２体験受入に必要な保険（タイプ別）

　

参考資料３

※注意
　当資料は一般的な考え方をまとめたものです。
　保険の加入条件や金額等は体験の内容によって、また保険会社によっても取扱
が異なる場合があります。
　実際に加入するときには
　①どのようなプログラム内容か
　②受入人数
　③受け入れるお客様の旅行の形態　等
をもとに保険会社と相談してください。

（参考資料提供：ちさんねっと、（財）まちむら交流機構）
　　



◎体験受入にかかる保険の考え方

ケース１
お客様が民宿の施
設内で転倒し、骨
折した。

賠償責任保険の対象外⇒(例)個人の体質的なも
のとみなされる。

ケース２
　昼食つきの日
帰り体験ツアー
参加者が嘔吐･下
痢を訴え、入院
した。

偶然の事故（＝主
催者に不法行為が
ないとき）の場合

施設の階段の手す
りが外れたのが原
因(＝主催者に不法
行為があるとき）
の場合

傷害保険
偶然かつ外来によ
り起きた参加者の
事故に対して保険
金(死亡、後遺障害
、入院等)が支払わ
れるものです。

賠償責任保険(又
は施設賠償責任保
険)により、損害
賠償金が保険会社
から支払われる。

賠償が必要
になる場合

複数の方が発症し
た(保健所から食中
毒と断定された)。

１名だけ発症した(
食中毒とは断定さ
れなかった)。

天災、けんかによ
るもの

賠償責任保険(生産物賠償責任保険)により、損
害賠償金が支払われる。
※賠償責任保険の中には、生産物賠償責任が付
いていないものもあるので必ず、確認。



◎体験受入に必要な保険（タイプ別）

【体験指導】
　・川遊び指導、山歩き、史跡巡り案内
　・野菜収穫、木工指導、間伐体験

【食事提供】体験無し
○体験時の昼食、農家の手作りおやつの提供

【農家民宿】
○宿泊
○夕食・朝食付き
○農村体験（野菜収穫、豆腐作り、川遊び）

◇生産物賠償責任保険・・・・・・食中毒　等
◇施設賠償責任保険・体験指導者賠償責任保険・・配膳時のやけど等
　

◇施設賠償責任保険・・・・お風呂の不具合でやけど
　　　　　　　　　　　　　収穫中にハウスで怪我等　
◇生産物賠償責任保険・・・食中毒、豆腐材料への異物混入での怪我
◇体験指導者賠償責任保険・・・・誤った指導で川遊び時に怪我等
◇受託物損害賠償責任保険・・・・民宿内での荷物の破損・盗難

　

【農家民宿＋体験指導＋食事】
○民宿に宿泊
○ユズ収穫体＋田舎寿司の昼食

　　

【体験指導＋食事】
　○間伐体験＋しいたけ料理の昼食複
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受入のタイプ 必要と思われる賠償責任保険

※体験の内容によっては加入できない保険もありますので、保険会社に問い合わせ、確認することをおすすめ
します。

◇施設賠償責任保険・・・・・・・木工加工機の不具合で怪我等
◇体験指導者賠償責任保険・・・・誤った指導で川遊び時に怪我等
　※危険な作業を伴うときは加入できない保険もあるので要検討
　

◇生産物賠償責任保険・・・・・・食中毒　等
◇体験指導者賠償責任保険・・・・誤った指導で枝打作業時に怪我等

　◇施設賠償責任保険・・・・・・・民宿、体験施設
◇体験指導者賠償責任保険・・・　誤った指導で収穫時に怪我等
◇生産物賠償責任保険・・・・・・食中毒　等
◇受託物損害賠償責任保険・・・・民宿内での荷物の破損・盗難

　

【農山漁村生活体験ホームステイ】
○宿泊料金をもらわない、食事は共同調理
○牛の乳搾り体験

【農山漁村生活体験ホームステイ】
＋【体験指導】
○宿泊料金をもらわない、食事は共同調理
○牛の乳搾り体験
○史跡めぐり

◇施設賠償責任保険・・・・お風呂の不具合でやけど　等　
◇生産物賠償責任保険・・・食中毒、食事材料異物混入での怪我等　
◇体験指導者賠償責任保険・・・・誤った指導で乳搾り時に怪我
　　　　　　　　　　　　　　　　誤った指導で散策時に怪我　等
※または個人賠償責任保険（例えば火災保険とセットで加入）　

◇施設賠償責任保険・・・・お風呂の不具合でやけど　等　
◇生産物賠償責任保険・・・食中毒、食事材料への異物混入での怪我
◇体験指導者賠償責任保険・・・・誤った指導で乳絞り時に怪我等
※または個人賠償責任保険（例えば火災保険とセットで加入）


